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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　可撓性シース内に軸線方向に進退自在に挿通配置された操作ワイヤの先端が上記可撓性
シースの先端部分に配置されたクリップに連結環を介して連結され、上記操作ワイヤを上
記可撓性シースの基端側から牽引操作することにより、上記クリップが嘴状に開いた状態
から閉じた状態に変化した後、上記操作ワイヤと上記クリップとの連結が外れるように構
成された内視鏡用クリップ装置において、
　上記連結環を、バネ性のある線材により後端部分がＸ状に交差してその交差部より後方
位置に断端を有する開放された環状に形成して上記クリップの後端付近に取り付けると共
に、上記操作ワイヤの先端には軸線方向に直交する向きにピンを取り付け、上記連結環の
後端のＸ状開放部から上記ピンを上記連結環の環状部内に出し入れすることにより、上記
連結環と上記ピンとが連結／分離されるようにしたことを特徴とする内視鏡用クリップ装
置。
【請求項２】
　上記クリップに取り付けられている上記連結環の先端寄りの部分が上記クリップを嘴状
に開かせる状態に曲げて形成されていて、その連結環の先端寄りの部分を弾性変形させる
ことにより上記クリップが閉じた状態になる請求項１記載の内視鏡用クリップ装置。
【請求項３】
　上記クリップが一対の分離された板片により形成されていて、その各板片が独立して上
記連結環の先寄りの部分に取り付けられている請求項２記載の内視鏡用クリップ装置。
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【請求項４】
　上記可撓性シースに軸線方向に進退自在に外套管が緩く被嵌されていて、上記クリップ
部分を囲む状態に上記外套管を押し出すことにより、上記クリップが閉じて上記連結環の
先端寄りの部分が弾性変形する請求項１、２又は３記載の内視鏡用クリップ装置。
【請求項５】
　上記連結環が上記クリップを閉じ状態に保持するためのクリップ閉じ筒体内を通過する
状態に配置されていて、上記連結環に連結されている状態の上記操作ワイヤを後方から牽
引操作することにより、上記連結環の先端寄りの部分が上記クリップ閉じ筒体内に引き込
まれて上記クリップが閉じた状態になり、さらに上記操作ワイヤを後方から牽引操作する
ことにより、上記ピンが上記連結環の後端のＸ状開放部から抜け出して、上記クリップが
上記操作ワイヤから分離されて閉じた状態を保持する請求項１、２、３又は４記載の内視
鏡用クリップ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、内視鏡の処置具挿通チャンネルに通して使用されて、体内の止血、結紮或
いはマーキング等を行うために用いられる内視鏡用クリップ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　内視鏡用クリップ装置は一般に、可撓性シース内に軸線方向に進退自在に挿通配置され
た操作ワイヤの先端が可撓性シースの先端部分に配置されたクリップに連結され、操作ワ
イヤを可撓性シースの基端側から牽引操作することにより、クリップが嘴状に開いた状態
から閉じた状態になってその状態が保持されるようになっている。
【０００３】
　ただし、そのようにして閉じた状態のクリップを体内に留置するには、一連の動作の最
後にクリップと操作ワイヤとの連結状態を解除して、クリップを操作ワイヤから離脱させ
る必要がある。
【０００４】
　そこで、旧来のものでは、操作ワイヤを牽引してクリップがクリップ閉じ筒体内に引き
込まれて閉じた状態になったところで、操作ワイヤを逆に先側に押し込むことによりクリ
ップとの連結が外れるようにしていたが、それでは操作が面倒である。
【０００５】
　そこで従来は、クリップと操作ワイヤとの連結部に機械的強度の小さな部材を配置する
ことにより、操作ワイヤを牽引してクリップがクリップ閉じ筒体内に引き込まれた後にさ
らに強い力で操作ワイヤを牽引すると連結部が破断するようにして、クリップと操作ワイ
ヤとの連結状態を解除させていた（例えば、特許文献１）。
【特許文献１】特開２００２－１９１６０９
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、操作ワイヤを強く牽引することによってクリップと操作ワイヤとの連結部が破
断する構造を採ると、部品点数が多くなるだけでなく、組み立て時に低強度部を破損させ
ないように注意しなければならないなど組み立て作業に時間がかかってコスト高なものに
なり、また、破断した連結部材の廃棄処理等も面倒で扱い難いものになっていた。
【０００７】
　そこで本発明は、クリップと操作ワイヤとの連結部を簡易な構造により低コストで製造
することができて、しかもクリップと操作ワイヤとの連結作業が容易で分離動作が安定し
て確実に行われる内視鏡用クリップ装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
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　上記の目的を達成するため、本発明の内視鏡用クリップ装置は、可撓性シース内に軸線
方向に進退自在に挿通配置された操作ワイヤの先端が可撓性シースの先端部分に配置され
たクリップに連結され、操作ワイヤを可撓性シースの基端側から牽引操作することにより
、クリップが嘴状に開いた状態から閉じた状態に変化した後、操作ワイヤとクリップとの
連結が外れるように構成された内視鏡用クリップ装置において、バネ性のある線材により
後端部分がＸ状に交差して開放された環状に形成された連結環をクリップの後端付近に取
り付けると共に、操作ワイヤの先端には軸線方向に直交する向きにピンを取り付け、連結
環の後端のＸ状開放部からピンを連結環の環状部内に出し入れすることにより、連結環と
ピンとが連結／分離されるようにしたものである。
【０００９】
　なお、クリップに取り付けられている連結環の先端寄りの部分がクリップを嘴状に開か
せる状態に曲げて形成されていて、その連結環の先端寄りの部分を弾性変形させることに
よりクリップが閉じた状態になるようにしてもよい。
【００１０】
　そして、クリップが一対の分離された板片により形成されていて、その各板片が独立し
て連結環の先寄りの部分に取り付けられた構造にすれば、クリップの製造コストを大幅に
抑制することができる。
【００１１】
　また、可撓性シースに軸線方向に進退自在に外套管が緩く被嵌されていて、クリップ部
分を囲む状態に外套管を押し出すことにより、クリップが閉じて連結環の先端寄りの部分
が弾性変形するようにしてもよい。
【００１２】
　また、連結環がクリップを閉じ状態に保持するためのクリップ閉じ筒体内を通過する状
態に配置されていて、連結環に連結されている状態の操作ワイヤを後方から牽引操作する
ことにより、連結環の先端寄りの部分が連結環内に引き込まれてクリップが閉じた状態に
なり、さらに操作ワイヤを後方から牽引操作することにより、ピンが連結環の後端のＸ状
開放部から抜け出して、クリップが操作ワイヤから分離されて閉じた状態を保持するよう
にすれば、クリップと操作ワイヤとの分離を安定して確実に行うことができる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、バネ性のある線材により形成された連結環の後端のＸ状開放部からピ
ンを連結環の環状部内に出し入れすることにより、連結環とピンとが連結／分離される構
造なので、クリップと操作ワイヤとの連結部を簡易な構造により低コストで製造すること
ができ、しかもクリップと操作ワイヤとの連結作業が容易で分離動作が安定して確実に行
われる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　バネ性のある線材により後端部分がＸ状に交差して開放された環状に形成された連結環
を、クリップの後端付近に取り付けて、クリップを閉じ状態に保持するためのクリップ閉
じ筒体内を通過する状態に配置し、操作ワイヤの先端には軸線方向に直交する向きにピン
を取り付ける。
【００１５】
　そのような構成によって、連結環の後端のＸ状開放部からピンを連結環の環状部内に出
し入れすることにより、連結環とピンとが連結／分離される。
【実施例】
【００１６】
　図面を参照して本発明の実施例を説明する。
　図１は内視鏡用クリップ装置を示しており、ステンレス鋼線を一定の径で密着巻きして
形成されたコイルパイプ等からなる可撓性シース１内に、軸線方向に進退自在に操作ワイ
ヤ２が挿通配置されている。操作ワイヤ２としては、コイルパイプ又は金属製ロープ等を
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用いることができ、可撓性シース１の基端に連結された操作部（図示せず）により牽引操
作される。
【００１７】
　可撓性シース１の先端部分には、金属製の板片からなるクリップ３が配置されていて、
バネ性のあるステンレス鋼線を曲げて環状に形成された連結環４を介してクリップ３と操
作ワイヤ２とが連結されている。クリップ３は、一対の分離された板片により形成されて
いて、その各板片が独立して連結環４の先寄りの部分に取り付けられている。
【００１８】
　図２は、そのようなクリップ３と操作ワイヤ２との連結部分を分解して示しており、環
状の連結環４は、クリップ３に取り付けられる先端寄りの部分が、クリップ３を開かせる
状態に「く」の字状に曲げて形成されていて、その先端部分がクリップ３に形成されてい
る小孔３ａに通され、それによってクリップ３と連結環４とが分離不能に連結される。
【００１９】
　連結環４の中間部分は後方に向かって平行に真っ直ぐ伸びる平行部であり、連結環４の
後端部分はＸ状に交差して開放されたＸ状開放部４ｂになっている。なお、Ｘ状開放部４
ｂが捩じられた形状になっていてもよい。
【００２０】
　操作ワイヤ２の先端に固着されている先端チップ２ａの先端部分には、操作ワイヤ２の
軸線方向に直交する向きに配置された剛性の高い材料からなるピン５の両端が支持されて
いる。
【００２１】
　図１に戻って、６は、クリップ３を閉じ状態に保持するための剛性材料からなる円筒状
のクリップ閉じ筒体であり、その後端面が可撓性シース１の先端面に当接する径に形成さ
れている。
【００２２】
　そして、連結環４の中間平行部がクリップ閉じ筒体６内を通過する状態に配置されて、
先側のクリップ連結部４ａと後側のＸ状開放部４ｂはクリップ閉じ筒体６の前後両端の外
部に露出している。７は、可撓性シース１に軸線方向に進退自在に緩く被嵌された外套管
である。
【００２３】
　図３～図５は、上述のように構成された実施例の内視鏡用クリップ装置において、クリ
ップ３に操作ワイヤ２を連結する状態を示しており、まず図３に示されるように、操作ワ
イヤ２の先端に設けられているピン５を連結環４のＸ状開放部４ｂの方に押し進めて、図
４に示されるように、ピン５がＸ状開放部４ｂに差しかかったら、操作ワイヤ２を軸線回
りに回転させながらピン５をＸ状開放部４ｂの隙間に押し込む。
【００２４】
　すると、最も簡単な構造の知恵の輪と同様の原理により、ピン５がＸ状開放部４ｂ部分
を容易に通過して、図５に示されるようにピン５が連結環４の環状部内に入って、連結環
４とピン５を介してクリップ３と操作ワイヤ２が連結された状態になる。このようにして
、連結環４とピン５を極めて簡単な作業で連結することができる。
【００２５】
　このように構成された実施例の内視鏡用クリップ装置を使用する際には、まず、図６に
示されるように、クリップ３を囲む状態に外套管７を前方に押し出しておく。そのように
することにより、外套管７によって押圧されたクリップ３が閉じ、それに追随して連結環
４のクリップ連結部４ａが弾性変形する。
【００２６】
　内視鏡用クリップ装置をその状態に保って、内視鏡の処置具挿通チャンネル（図示せず
）に通したら、図１に示されるように、外套管７を後方に退避させれば、連結環４のクリ
ップ連結部４ａが自己の弾性によって広がった状態に戻り、クリップ３が嘴状に開いた状
態になる。
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　そこで、クリッピング対象となる患部を見つけたら、図７に示されるように、操作ワイ
ヤ２を後方の基端側から牽引操作することにより、クリップ閉じ筒体６が可撓性シース１
の先端面に当接して連結環４のクリップ連結部４ａがクリップ閉じ筒体６内に引き込まれ
、それによってクリップ連結部４ａが次第に閉じた状態に変形して、クリップ３が患部１
００を挟み付けた状態で閉じていく。
【００２８】
　そして、さらに操作ワイヤ２を基端側から力を入れて牽引操作すると（軸線周りの回転
を加えてもよい）、図８に示されるように、連結環４のＸ状開放部４ｂの隙間からピン５
が抜け出して、連結環４とピン５とが分離され（したがって、クリップ３と操作ワイヤ２
とが分離され）、クリップ３が閉じて患部１００にクリッピングされた状態がクリップ閉
じ筒体６によって保持される。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明の実施例の内視鏡用クリップ装置のクリップが開いた状態の側面断面図で
ある。
【図２】本発明の実施例の内視鏡用クリップ装置の先端部分の一部を省略して示す分解斜
視図である。
【図３】本発明の実施例の内視鏡用クリップ装置のクリップと操作ワイヤとの連結作業の
状態を示す斜視図である。
【図４】本発明の実施例の内視鏡用クリップ装置のクリップと操作ワイヤとの連結作業の
状態を示す斜視図である。
【図５】本発明の実施例の内視鏡用クリップ装置のクリップと操作ワイヤとの連結作業の
状態を示す斜視図である。
【図６】本発明の実施例の内視鏡用クリップ装置のクリップが外套管によって閉じられた
状態の側面断面図である。
【図７】本発明の実施例の内視鏡用クリップ装置のクリップが患部を挟み付けた状態の側
面断面図である。
【図８】本発明の実施例の内視鏡用クリップ装置のクリップが患部を挟み付けて留置され
た状態の側面断面図である。
【符号の説明】
【００３０】
　１　可撓性シース
　２　操作ワイヤ
　３　クリップ
　４　連結環
　４ａ　クリップ連結部
　４ｂ　Ｘ状開放部
　５　ピン
　６　クリップ閉じ筒体
　７　外套管
　１００　患部
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摘要(译)

要解决的问题：为了提供一种内窥镜，其中夹子和操作线之间的连接部
分可以以低成本以简单的结构制造，夹子和操作线之间的连接操作容
易，分离操作可靠地稳定地进行提供镜像剪辑设备。 解决方案：在夹子
3的后端附近附接有环形连接环4，该环形连接环4向后开口，弹性线材交
叉成X形，并且轴线销5沿垂直于该方向的方向连接，并且销5从连接环4
的后端处的X形开口4b进出连接环4的环形部分，由此连接环4和销5连接/
分离我做到了。 点域1
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